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「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」の 

一部改正について（案） 

 

 

平成 29 年６月 21 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

 今般、平成 30 年５月 1 日から実施予定の国債決済期間の短縮（T＋１）化に伴う銘柄後

決め GC レポ取引の導入に対応するとともに、公社債店頭取引に係る本協会の発表内容を拡

充することとし、各種報告書様式の再編等（※）を行い、合わせて報告義務の対象となる

協会員を拡大するため、「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」

の一部を改正することとする。 
 

Ⅱ．改正の骨子 

(1) 「公社債種類別店頭売買高報告書」、「公社債投資家別売買高報告書」及び「国債投

資家別売買高報告書」を「公社債店頭売買高報告書」に統合し、本協会からの発表資

料を「公社債種類別店頭売買高」、「公社債投資家別売買高」及び「国債投資家別売買

高」から「公社債店頭売買高」に統合する。 

（第 10 条第１項、第 10条第２項、第 11条第１項、第 11条第２項） 

 

(2) 報告対象の協会員について、現在、会員については東京地区協会に所属する会員が

対象となっているが、東京地区協会に所属する会員以外の会員も、第 11 条の月間売

買高等の報告を行うこととする。 

（付則（昭 51.12.20）、付則（平 6. 2.16）） 

 

Ⅲ．施行の時期 

 この改正は、国債決済期間の短縮（T＋１）化の実施日（平成 30 年５月１日を予定）か

ら施行する（注）。 

（注）公社債店頭売買高の報告は翌月 10日までに行うこととされていることから、国債決

済期間の短縮（T＋１）化が平成 30 年 5 月 1 日から実施される場合、この改正は、

平成 30年 6 月に行う報告から適用される。 
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（※）【参考】公社債店頭取引に係る各種報告書様式の再編等の概要は以下のとおり。 

１．国債決済期間の短縮（T＋１）化に伴う見直し 

 国債決済期間の短縮（T＋１）化に伴い導入される銘柄後決め GC レポ取引における国

債バスケット取引を報告項目として追加する。なお、当該バスケット取引の報告金額は、

約定金額（バスケットベースのスタート受渡金額（グロス））とする。（対象：「公社債店

頭売買高報告書」及び「公社債条件付売買残高報告書」） 

２．報告書の再編 

 新たに、国債以外についても、投資家別の売買状況を報告することとし、「公社債種類

別店頭売買高報告書」、「公社債投資家別売買高報告書」、「国債投資家別売買高報告書」

を「公社債店頭売買高報告書」に統合する。 

３．その他の変更 

 次のとおり、債券種類の区分について見直しを行う。（対象：「公社債店頭売買高報告

書」） 

① 「交通債・放送債」の区分を廃止し、「社債」中の「一般債」の区分に統合。 

② 「金融債」の内訳である「利付」「割引」の区分を廃止。 

③ 「社債」の内訳である「公募電電債」「電力債」「一般債」のうち、「公募電電債」

の区分を廃止し、「一般債」の区分に統合。 

４．本協会における発表 

 上記１．から３．までの再編等に合わせて、本協会が発表する統計の見直しを行う。 
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パブリックコメントの募集スケジュール等 

(1) 募集期間及び提出方法 

① 募集期間： 

平成 29 年６月 21 日(水)から平成 29 年７月 20日(木)17:00 まで(必着) 

② 提出方法：郵便又は電子メールにより下記までお寄せください。 

郵便の場合：〒103－0025 東京都中央区日本橋茅場町１－５－８ 

日本証券業協会 公社債・金融商品部 宛 

電子メールの場合：public20170621kk@wan.jsda.or.jp 

(2) 意見の記入要領 

件名を「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』の一部

改正に対する意見」とし、次の事項を御記入のうえ、御意見を御提出ください。 

     ① 氏名又は名称 

     ② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号等） 

     ③ 法人又は所属団体名（法人又は団体に所属されている場合） 

     ④ 意見の該当箇所 

     ⑤ 意見 

     ⑥ 理由 

 
○ 本件に関するお問い合わせ先 

日本証券業協会 公社債・金融商品部 （TEL 03-3667-8456） 
  

以  上 
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「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」の 

一部改正について（案） 

 

平 成 29 年 ６ 月 21 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

改  正  案 現     行 

  

（月間売買高等の発表） （月間売買高等の発表） 

第10条 本協会は、協会員からの報告に基

づき、月間の公社債店頭売買高を毎月発

表する。この場合、現先売買高について

は区分表示する。 

第10条 本協会は、協会員からの報告に基

づき、月間の公社債種類別店頭売買高を

毎月発表する。この場合、現先売買高に

ついては区分表示する。 

     （ 削   る ） 

 

２ 本協会は、協会員からの報告に基づ

き、月間の公社債投資家別売買高及び国

債投資家別売買高を毎月発表する。 

２    （ 現行どおり ） ３ 本協会は、協会員からの報告に基づ

き、現先取引の月末残高を毎月発表す

る。 

  

（月間売買高等の報告） （月間売買高等の報告） 
第11条 協会員は、月間の公社債店頭売買

高を所定の様式により、翌月10日（当日

が休業日の場合は、その前営業日）まで

に、本協会に報告するものとする。 

第11条 協会員は、月間の公社債種類別店

頭売買高を所定の様式により、翌月10日

（当日が休業日の場合は、その前営業

日）までに、本協会に報告するものとす

る。 
     （ 削   る ） 

 

２ 協会員は、月間の公社債投資家別売買

高及び国債投資家別売買高を所定の様式

により、翌月10日（当日が休業日の場合

は、その前営業日）までに、本協会に報

告するものとする。 

２    （ 現行どおり ） ３ 協会員は、現先取引の毎月末残高を所

定の様式により、翌月10日（当日が休業

日の場合は、その前営業日）までに、本

協会に報告するものとする。 

  

付   則（昭 51.12.20） 付   則（昭 51.12.20） 

     （ 現行どおり ）      （ 省   略 ） 
     （ 削   る ） 

 

２ 第11条第1項に規定する週間売買高の

報告は、当分の間、東京地区協会に所属

する協会員以外の協会員には、適用しな

い。 

  

付   則（平 6. 2.16） 付   則（平 6. 2.16） 

     （ 現行どおり ）      （ 省   略 ） 
     （ 削   る ） 

 

２ 第12条第２項の規定は、当分の間、本

協会が指定する協会員以外の協会員には

適用しない。 
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改  正  案 現     行 

  

２    （ 現行どおり ） 

 

３    （ 省   略 ） 
  

付   則 

 

 

この改正は、国債の決済期間の短縮（T

＋１）化の実施日から施行する。 
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